
昭島中央線（昭３・４・１号）沿線地区 

まちづくり懇談会 

1. 開会 

2. 職員紹介 

3. 都市計画部長あいさつ 

4. 都市計画道路整備の状況 

5. これまでの沿道まちづくりの検討状況について 

6. 今後のスケジュール 

7. 意見交換 

8. 閉会 

プログラム 

平成２９年６月２８日（水）午後７時～ 
昭島市役所 １階市民ホール  



都市計画道路整備の状況 



都市計画道路整備の状況 

整備区域 

昭島市役所 

昭島駅 

清泉中学校 

なしのき 

保育園 

１期整備区間 
（延長４６１ｍ） 

１期整備済 
（延長２６３ｍ） 

２期整備区間 
（延長５５０ｍ） 
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都市計画道路整備の状況 

整備スケジュール 
第１期が平成３９年度、第２期が平成３１年度に完成予定 

整備内容 年度（平成） 

２９ ３０ ３１ ３２ ３３ ３４ ３５ ３６ ３７ ３８ ３９ 

第
１
期 

ＪＲ軌道部工事 

埋設管工事 

（下水・水道・ガス） 

道路整備工事 

電線共同溝工事 

第
２
期 

埋設管工事 

（下水・水道・ガス） 

道路整備工事 

電線共同溝工事 

工事完了 
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これまでの沿道まちづくりの 
検討状況について 



これまでの沿道まちづくりの検討状況について 

まちづくり懇談会（平成２０年度）の開催 
沿道にお住まいの方等を対象として 
沿道地区のまちづくりについて意見交換 

開催日 内容 

第１回 平成20年 

11月13日 

・都市計画道路3・4・1号線の整備状況 

・都市計画上の位置づけ 

・今後の進め方 

第２回 平成21年 

1月18日 

・アンケート結果報告 

・目指すべきまちの将来像 

・実現のための都市計画手法 

第３回 平成21年 

3月4日 

・沿道地区のまちづくり案 

（用途地域等の変更、地区計画の策定） 
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これまでの沿道まちづくりの検討状況について 

都市計画上の位置づけ 
6/24 

将来都市構造図 



これまでの沿道まちづくりの検討状況について 

アンケート調査 

田中町一丁目

大神町二丁目

大神町一丁目

上川原町三丁目

上川原町一丁目

宮沢町一丁目

田中町一丁目

大神町二丁目

大神町一丁目

上川原町三丁目

上川原町一丁目

宮沢町一丁目

調査対象者 

都市計画道路から概ね20ｍの区域 
・お住まいの方 
・土地や建物についての権利をお持ちの方 

回答率 36.1％ 

（380票配布） 
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これまでの沿道まちづくりの検討状況について 

アンケート調査 

調査項目 

■現在の沿道地区の現況等について 

 Ｑ１．土地や建物の所有状況 

 Ｑ２．土地所有者の土地についての利用状況と将来意向 

■道路整備後の沿道地区について 

 Ｑ３．重要視すべきまちづくりのテーマ 

 Ｑ４．望ましい街並みのイメージ 

 Ｑ５．望ましいまちづくりの実現に向けてのルールの必要性 

 Ｑ６．まちづくりについての期待や不安 

8/24 



これまでの沿道まちづくりの検討状況について 

アンケート調査 主な結果 

良好な住環境に 
配慮したまちづくり 

重視すべき 

まちづくりのテーマ 59.9% 

 

 
望ましい 

街並みの 

イメージ 

 

 

 

まちづくりの実現 

にむけた 

ルールの必要性 

沿道地区全体として 

緑豊かな街並み 48.9% 

同系色で統一感 
のある色調の建物 48.2% 

ある程度のルールを 
設定する必要 53.3% 

１～３階建ての 

街並み 73.0% 

住宅地の中に 
コンビニやスーパー 47.5% 

建物 

種類 

建物 

高さ 

建物 

色彩 

地区 

緑化 
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将来像 

 

 

 

 

 

  

これまでの沿道まちづくりの検討状況について 

まちづくりの将来像 

用途地域等の変更 

地区計画の策定 

 やすらぎと ふれあいを育む 「調和の街」 

住環境と緑を

イメージ 

活力と交流

をイメージ 

一定のルールのもとで

の協調、協働による 

まちづくりをイメージ  

将来像を実現するため、 

沿道の土地の適正かつ 

有効な利用を図る 

10/24 



第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 準工業地域 

第二種中高層住居専用地域 第一種住居地域 第二種住居地域 工業地域 

準住居地域 近隣商業地域 商業地域 工業専用地域 

低層住宅のための地域です。小規模なお店
や事務所をかねた宅や、小中学校が建てら
れます。 

主に低層住宅のための地域です。小中学校
などのほか、150㎡までの一定のお店など
が建てられます。 

中高層住宅のための地域です。病院、大学、
500㎡までの一定のお店などが建てられま
す。 

主に軽工業の工場やサービス施設等が立
地する地域です。危険性、環境悪化が大き
い工場のほかは、ほとんど建てられます。 

主に中高層住宅のための地域です。病院、大
学などのほか、1,500㎡までの一定のお店や
事務所など必要な利便施設が建てられます。 

住居の環境を守るための地域です。3,000

㎡までの店舗、事務所、ホテルなどは建てら
れます。 

主に住居の環境を守るための地域です。店
舗、事務所、ホテル、カラオケボックスなどは
建てられます。 

どんな工場でも建てられる地域です。住宅や
お店は建てられますが、学校、病院、ホテル
などは建てられません。 

道路の沿道において、自動車関連施設など
の立地と、これと調和した住居の環境を保護
するための地域です。 

まわりの住民が日用品の買い物などをする
ための地域です。住宅や店舗のほかに小規
模の工場も建てられます。 

銀行、映画館、飲食店、百貨店などが集まる
地域です。住宅や小規模の工場も建てられ
ます。 

工場のための地域です。どんな工場でも建
てられますが、お店、学校、病院、ホテルな
どは建てられません。 

用途地域とは 用途地域は12種類あり、地域内に建てられる 

建築物等がそれぞれ異なります。 

これまでの沿道まちづくりの検討状況について 

都市計画制度 ①用途地域 

図出典：みらいに向けたまちづくりのために （財）都市計画協会 
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建ぺい率 
＝建築面積÷敷地面積（％） 

容積率 
＝延床面積÷敷地面積（％） 

これまでの沿道まちづくりの検討状況について 

都市計画制度 ②建ぺい率・容積率 
建ぺい率・容積率とは 

・建築物の過密化を防ぎ、良好な環境を守るため、 

 一定の敷地に建てられる建築物の大きさを制限するもの 
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これまでの沿道まちづくりの検討状況について 

都市計画制度 ③高度地区・防火指定 
高度地区とは 

・日照や通風、採光等を確保し、住環境を保護するため、 

 建築物の高さを制限するもの 
 
 
 
 
 
 
 

※用途地域と合わせて指定 

防火指定とは 

・市街地での火災の危険性を防ぐため、 

 建築物を防火構造に制限するもの 

※用途地域と合わせて指定 

※第一種低層住居専用地域における建物の高さの限度は、 建築基準法で１０ｍに制限 

第２種高度地区 第１種高度地区 
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これまでの沿道まちづくりの検討状況について 

都市計画制度 ④地区計画 

（一般例） 

地区計画とは 

地区特性に応じて、良好な市街地環境形成等のために定める計画 
 ○地区の目標、将来像を示す「地区計画の方針」 
 ○建物の建て方のルールなどを定める「地区整備計画」 
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これまでの沿道まちづくりの検討状況について 

沿道地区のまちづくり案 ①用途地域等 

西側地区（約0.1ha） 
現在･･･第一種低層住居専用地域 

               (建ぺい率40％ 容積率80％) 

変更案･･･第一種住居地域 
                  (建ぺい率60％ 容積率200％) 

変更案･･･第一種中高層住居専用地域 
      建ぺい率50％又は60％ 

      容積率150％又は200％ 

東側地区（約5.7ha） 
現在･･･第一種低層住居専用地域 

     (建ぺい率40％ 容積率80％) 

第１種住居地域 

建ぺい率 60％ 

容積率     200％ 
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これまでの沿道まちづくりの検討状況について 

沿道地区のまちづくり案 ①用途地域等 

建てられる建築物の用途 

（主要なもの） 
１低 １中高 

（東側地区） 
１住 

（西側地区） 

住宅、共同住宅等 ○ ○ ○ 

店舗等 × 
△ 

（床面積500㎡以下、
２階以下） 

△ 
（床面積3,000㎡以下） 

事務所等 × × 
△ 

（床面積3,000㎡以下） 

ホテル、旅館 × × 
△ 

（床面積3,000㎡以下） 

工場・ 
倉庫
等 

畜舎 

（15㎡超） 
× × 

△ 
（床面積3,000㎡以下） 

食品製造を行うパン屋、
米屋、豆腐屋等（作業
場面積50㎡以下） 

× 
△ 

（２階以下、原動機
の制限） 

○ 

△：詳細な用途等に制限がある 
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これまでの沿道まちづくりの検討状況について 

沿道地区のまちづくり案 ②高度地区・防火指定 

西側地区（約0.1ha） 
現在･･･第１種高度地区 

     防火指定なし 

変更案･･･第２種高度地区 
    準防火地域 

変更案･･･第１種高度地区 
    準防火地域      

東側地区（約5.7ha） 
現在･･･第１種高度地区 

     防火指定なし 

第２種高度地区 

準防火地域 
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これまでの沿道まちづくりの検討状況について 

沿道地区のまちづくり案 ③地区計画 

地区計画を策定する範囲 
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西側地区 

東側地区 



地区計画の方針 

沿道地区のまちづくりの方針（案）           

◆土地利用の方針 

 昭島都市計画道路３・４・１号線の沿道にふさわしい健全で活力ある土
地利用を図るとともに、緑豊かで良好な居住環境の形成を図る。 

◆建築物等の整備方針 

 緑豊かな住環境や、良好な街並みの形成及び防災性の向上を図るととも
に、住宅及び商業・業務施設等の適正かつ有効な立地を図るため、以下の
ルールを定める。 

① 建築物等の用途の制限 

② 建築物の敷地面積の最低限度 

③ 建築物等の高さの最高限度 

④ 建築物等の形態または意匠の制限 

⑤ 垣または柵の構造の制限 

これまでの沿道まちづくりの検討状況について 

沿道地区のまちづくり案 ③地区計画 
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地区整備計画 

①建築物等の用途の制限 

西側地区 東側地区 

次に掲げる建築物については建築し
てはならない 

1. ホテル又は旅館 

2. 風俗営業等の規制及び業務の適
正化等に関する法律第２条第１
項第２号及び第３号に掲げる風
俗営業の用に供する建築物(※) 

3．床面積15㎡を超える畜舎 

4．自動車教習所  

次に掲げる建築物については建築し
てはならない 

1. 風俗営業等の規制及び業務の適
正化等に関する法律第２条第１
項第２号及び第３号に掲げる風
俗営業の用に供する建築物(※) 

※ 喫茶店やバー等の飲食店のうち、客席が薄暗く（照度10ルクス以下 ）、また
客席が狭い（他から見通すことが困難であり、かつ客席の広さが5㎡以下）店舗 

これまでの沿道まちづくりの検討状況について 

沿道地区のまちづくり案 ③地区計画 
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地区整備計画 

④建築物等の形態又は意匠の制限 
西側地区 東側地区 

1. 建築物の屋根、外壁又はこれに
代わる柱は、刺激的な原色や光
沢のある素材を避け、周辺の街
並みと調和のとれた落ち着きの
あるものとする 

2．屋外広告物等の色彩、形態、意
匠は、周辺の街並みに配慮した
ものとする 

3．屋外広告物等は、建築物の屋上
に設置してはならない。ただし、
学校及び病院についてはこの限
りではない 

1. 建築物の屋根、外壁又はこれに
代わる柱は、刺激的な原色や光
沢のある素材を避け、周辺の街
並みと調和のとれた落ち着きの
あるものとする 

2．屋外広告物等の色彩、形態、意
匠は、周辺の街並みに配慮した
ものとする 

 

これまでの沿道まちづくりの検討状況について 

沿道地区のまちづくり案 ③地区計画 

②建築物の敷地面積の最低限度 ･･･１００㎡ 

③建築物等の高さの最高限度  ･･･  １５ｍ 
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地区整備計画 

⑤垣または柵の構造の制限 

道路部分に面する垣または柵（門柱を除く。）は、生垣又は
透視可能なフェンスとし、緑化に努めるものとする。ただし、
補強コンクリートブロック造等で高さ0.6メートル以下の部分、
もしくは、その位置を道路端から1.0メートル以上後退し、後
退した敷地の部分に植栽が設けられているものについては、
この限りでない 

これまでの沿道まちづくりの検討状況について 

沿道地区のまちづくり案 ③地区計画 

⑤垣または柵の構造制限 
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今後のスケジュール 



今後のスケジュール 

地
域
懇
談
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く
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都
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計
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成 
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・
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「
都
市
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画
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案
）
」
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都
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都
市
計
画
決
定
・
告
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現在 
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